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 法定後見制度の３種類

●特定の法律行為についての代理権 ●特定の法律行為についての代理権

制度を利用した場合
の資格などの制限

●医師、税理士等の資格や会社
●医師税理士等の資格や会社
役員公務員などの地位を失う

―役員、公務員などの地位を失う、
選挙権を失うなど

●特定の事項以外の事項につい ●特定の事項の一部についての
ての同意権、取消権 同意権、取消権

申し立てができる方 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長など

成年
後見人
等の
権限

●財産管理についての全般的な ●特定の事項についての同意権
―代理権、取消権（日常生活に関し

する行為を除く） 除く）

―

対象となる方 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方

後見 補佐 補助
成年後見制度ってなに？

 認知症・知的障害・精神障害などによって物事を判断する
能力が十分ではない方（「本人」とここからは記します）につ
いて、本人の権利を守る援助者（「成年後見人」等）を選ぶ
ことで、本人を法律的に支援する制度です。

どんな種類があるの？

○判断能力が不十分になる前に→任意後見制度
 将来判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支
援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」
が利用できます。

○判断能力が不十分になってから→法廷後見制度
 家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等（成年後見人・保佐
人・補助人）が選ばれる「法廷後見制度」が利用できます。利用するため
には、家庭裁判所に審判の申し立てをします。
 本人の判断能力に応じて、「後見」「補佐」「補助」の３つの制度を利
用できます。

申し立ての費用はどれくらいかかるの？
印紙・切手代で約１万円、鑑定費用は約５～３０万円ほどかかります。

知っていてください

こんなケースに利用できます

○一人暮らしの老後を安心してすごせるように、代わりに
高齢者施設の入所契約や賃貸アパートの管理をしてしい。
○アルツハイマー病が発症して、今後が心配です。
○いわゆる悪徳商法に引っかかってしまいそうで心配だ。
○知的障害を持つ子供がいて、自分たちの死後、子供将来
が心配だ。
○認知症の父の世話をしているが、父の入院費に充てた
い。
○高齢で寝たきりの母と同居しているが、親族から母の財
産管理に不信感を持たれている。
○高齢者施設に入所している母の年金を、親族が勝手に引
き出して使っている。
                 など・・・

以上のことは法律判断能力が不十分な人の財産管理を信頼できる第三者
に任せたり、助けてもらいたいと本人や親族等の関係者が希望している
場合が前提です。



    ☆11月7日（月）「認知症のネットワーク構築と治療戦略」
               砂川市立病院 精神科 部長 内海 久美子先生をお招きして
               講演会を行います。
               場所：グランドホール
               時間：夕方の予定です
               申し込み不要・参加費無料

    「もの忘れ外来」のご予約、ご相談、詳しいことにつきましては、下記にお問い合わせください。

    〒034-0093 十和田市西十二番町14番8号

            十 和 田 市 立 中 央 病 院  メンタルヘルス科
               ℡0176-23-5121 （代表） メンタルヘルス科外来まで

               予約・問い合わせ時間：平日午後13：00～17：00

☆十和田市地域包括支援センター                 ℡0176-51-6720
☆在宅介護支援センター    （地域包括支援センターへお尋ねください。）

☆十和田市保健センター                     ℡0176-25-1181
☆上十三保健所                            ℡0176-23-4261

月１回 （要予約）専門医による面接相談◎相談は随時

☆十和田市役所   高齢介護課   「もの忘れ相談」  ℡0176-51-6720
  月１回 （要予約） 専門医による面接相談  ◎相談は随時

    （十和田市以外の方は各々の市町村へお問い合わせください。）

☆家族の会  「ほほえみ」（十和田社会福祉協議会）   ℡0176-22-7938
  第３水曜日 13：30～15：30 家族会員による電話又は面接相談

☆認知症の人と家族の会       十和田地区世話人
佐々木様  ℡0176-22-1617

  月１回 集い開催 電話相談あり（13：00～15：00）

☆認知症疾患医療センター 青森県立つくしが丘病院  ℡017-788-2988
☆老人性認知症センター   藤代健生病院内       ℡0172-36-5181
                   むつ総合病院内       ℡0175-22-2111
                   十和田市立中央病院内  ℡0176-25-6111

介護の相談窓口

講演会のお知らせ

  もの忘れ外来へのお問い合わ
せ


